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令和元年度第 2 回奈良県環境審議会 環境影響評価審査部会 

会議録 

 

 

1．開催日時 ：令和元年 9 月 20 日（金）10:00～11:00 

 

2．開催場所 ：奈良商工会議所 中ホール 

 

3．出席者  

 環境影響評価審査部会委員 ：7 名 

藤井部会長、樋口委員、魚島委員、高田委員、成瀨委員、前田委員、山田委員 

 事務局他   ：7 名 

（奈良県くらし創造部景観・環境局 環境政策課、廃棄物対策課） 

 

4．傍聴者等 ：2 名 

 

5．議題 ：山辺・県北西部広域環境衛生組合新ごみ処理施設建設に係る環境影響評価準備書

に対する意見について  

 

6．配付資料 資料 1 環境影響評価準備書についての意見の概要の送付について 

資料 2 環境影響評価準備書についての市町村長意見 

資料 3 山辺・県北西部広域環境衛生組合新ごみ処理施設建設に係る環境影響評価準備

書（既送付） 

資料 4 審査部会における意見概要、事業者の見解 

 

7．議事概要 ：事務局より、意見の概要の送付、市町村長意見の提出について説明した後、事

業者が、委員からの意見に対する見解について説明を行い、審議が行われた。主

な質疑については以下のとおり。
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藤井部会長：ただいまの事業者からの回答について、本日お気づきのことがありましたらご

意見をお伺いしたいと思います。 

 

樋口委員 ：悪臭に関して質問させていただきます。準備書４１９頁で悪臭の拡散計算をし

た時の臭気指数の予測で、排出条件を「事例より臭気濃度 3,700 とした」とあ

るんですが、これは“表 7.5-5 類似施設の調査結果”を利用したと思うんです

けれども、これは実際の臭気濃度のデータがあって、その平均値を使ったので

しょうか。もしそういう情報があるなら、表 7.5-5 に追加していただけるとあ

りがたいと思います。 

もう一つは“表 7.5-6 悪臭の予測に用いた気象条件”で、これは大気質のと

ころで、いわゆる色んな条件でそれぞれ最大となる気象条件をそのまま悪臭の

方にも使ったと思うんですが、そのこと自体が正しいのかどうか。実際に計算

してみて同じだったのでしょうか。 

あと、この中のダウンドラフト時の予測ケースで大気安定度Ａと書いてある

んですけど、大気質の所を見ると D って書いてあるんです。ちょっと違ってい

る気がするんです。これはどちらかが記載ミスなのか、このダウンドラフト時

に限っては違う大気安定度で最大濃度が観察されるのか。その 2 点を教えてい

ただければと思います。 

 

事業者  ：まず、臭気指数の事例の方ですが、3,700 というのは、東京都 23 区組合の公

表資料がありまして、その中で最新のデータの中の最大のものが 3,700 になっ

ております。 

大気拡散予測の話ですが、基本的には大気の最も高くなる気象条件を採用し

ております。ダウンドラフトの方は少し説明不足だったかと思いますけれども、

多少拡散時間が違っておりますので、悪臭の方が大きくなっております。 

 

樋口委員 ：それだと話が分かりますので、そういう風に記載していただいた方が良いかも

知れませんね。先程の説明も簡単で良いので、実際に引用してきた事例を書い

ていただければ良いと思います。 

 

事業者  ：評価書の方に記載します。 

 

樋口委員 ：よろしくお願いします。ありがとうございました。 

 

藤井部会長：他、何かございますでしょうか。 

 



- 3 - 

 

高田委員 ：資料 4、1 ページ目の 5 番、前迫先生の意見に対する事業者見解の前半に「外

観はシンプルなデザインとし…」という文言があって、後半の煙突についても

煙突計画に「外筒は…」という記述があります。煙突の方には「…具体的に形

状・色彩計画を行うこと」と書かれていますが、前半の施設全体の所は「外観

はシンプルなデザインとし、周辺環境と調和を図り…」しか書かれていないの

で、「周辺環境と調和を図り…」に、例えば「周辺環境と調和を図る形状、色彩

計画を行い…」とか具体的に何が問題にされているのか示していただいた方が

良いのではないでしょうか。今回意見として出てきたのは形の問題、色の問題

がありましたし、そういう所をもう少し具体的に書いていただいた方が良いの

ではないかと思いますが。 

落札者決定基準に基づく審査の時に、色も考えて欲しいということで、勿論

それ以外の要素もあると思うんですけれども、少なくとも形状と色については

何らかの形で検討していただきたいと希望します。それを担保する意味でも、

煙突と建物両方にはっきり書いてあった方が望ましいのではないかと思います。

要求水準書の方にそう書いていないのは仕方ないと思うので、どうしたら良い

のか具体的には申し上げにくいのですが、検討いただけると良いなと思います。

いかがでしょうか。 

 

事業者  ：今、ご指摘をいただきました内容につきましては、要求水準書というのは既に

出来ており公表していますので、今後、事業者との対面的対応、という区分が

ございますので、その辺でご指摘いただいた内容を伝えられれば、事業者の方

から配慮させていただけたらと思います。 

 

高田委員 ：分かりました。形式よりも実質が重要ですので、そういう具体的な対応をして

いただけるということでしたら、それで結構です。 

 

藤井部会長：他、何かございませんでしょうか。 

 

成瀬委員 ：沿道の自動車交通量に関してなんですけれども、それぞれ測定点の範囲が基準

値以下だという結果が出ている訳ですが、その範囲じゃなくて各測定点の騒音

値をちょっと説明していただければ。それが全部基準値以下であるかどうか。

それと、二酸化窒素も同じように基準値以下なんですが、その変動について意

見があれば。理由としては光化学スモッグですね。健康上問題があると度々言

われておりますが、それは奈良県だけの問題ではなくて全国的にということで、

住民からの問い合わせも回答されているんですが、やはり沿道上の騒音にして

も大気質にしても、他に排出されるような工場等があまりない訳ですから、や
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はり私は沿道の自動車交通量によるものだと思うんです。勿論事業に対しての

増加量等の影響は、それはあまり無い訳ですね、無いけれども何らかの対策を

する必要があると思うんです。騒音だけでなく大気質についても、その所の見

識があればお伺いしたい。 

 

事業者  ：光化学オキシダントについてですが、奈良県光化学スモッグ緊急対策要領とい

うものがございまして、光化学スモッグの注意報以上が発令された場合は、本

施設に対しまして排ガス量の減少の勧告がございます。その場合焼却処理量の

削減が必要になりますので、本組合と運転事業者で協議させていただいて、処

分量を落とすような対策を講じることとしております。そのことは要求水準書

の運営編に明記しております。今実際に、現施設でもそういう形で注意報以上

が発令されましたら、焼却量を落とすというようなことを実際やっております。 

 

成瀬委員 ：運搬車両の影響については、その増加分については少ないわけですので、この

事業に対しては光化学スモッグの影響は少ないと思うんです。施設の稼働にお

ける対策は今仰ったようなことで。しかし、交通量そのものからの影響は、施

設稼働よりも大きいと思うんです。 

 

事業者  ：今仰っていただいた内容については、事業自体からの影響は少ないけれども、

今交通量が多い中で、既にその対応をしなければならないのではないかという

ことでしょうか。事業者といたしましては、この事業に関する内容以外につい

ては、県の方で回答頂くというのはどうなんでしょうか。 

 

成瀬委員 ：アセスの項目としては無いですが、グローバルな立場から、地球温暖化も含め

て、やはり何らかの考え方が必要じゃないかと思います。 

 

事務局  ：光化学スモッグについては、恐らく環境基準を満たしている所は全国でほとん

ど無いというのが実情です。光化学オキシダントを減らすためには、まず全国

的な工場・事業場の排ガスの問題、それから自動車に関してはエンジン、クリ

ーンディーゼル等といった、全国的に色んな対策を考えないといけない。後は

電気自動車といった、排ガスの影響が殆どないような形に、全国的には進んで

いる所で、なかなか一足飛びにはいっていない状況です。 

道路につきましては道路管理者等の問題もございますけれども、交通量とい

うのは恐らく景気等で変動がありますが、交通の流れ、交通流に関しても、流

れを良くしていく必要があるということは認識しております。事業者も交通量

に関しては、入ってくる車、出ていく車の平準化を考えておられる。その辺り
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の配慮はあると思いますので、その辺りの見解は事業者の方からお願いします。 

 

成瀬委員 ：それに関連しまして、例えば、事業に関して施設の工事中の安全対策が指定さ

れているんですが、それは工事が終わればもう無い訳ですから。しかしながら

沿道の交通量の増加はずっと続く訳ですから、それに対しても何らかの形で、

工事中の安全対策と同じように、沿道の安全対策も考慮すべきだと。例えば、

地理的に詳しくありませんが、沿道上に小学校等があるのであれば、新たに搬

入車両が出てくる訳ですから、その安全対策も何らかの形でする必要があると

思うんです。搬入車両は非常に大型な訳ですから、安全対策が必要です。その

対策をすることで騒音の削減、二酸化窒素の削減にも繋がると思うんですけれ

ども、その点については配慮して頂きたいと思うんですが、いかがでしょうか。 

 

事業者  ：今ご指摘を頂きました内容につきましては、住民説明会でも交通安全に対して

は十分配慮するようにという要望もございますので、組合としても当然配慮す

る形で検討していきたいと思っております。他（の市町村）から搬入される大

型車両については、西名阪を通行し、一般道はほぼ通らないという形になって

おります。天理市のごみ搬入につきましてはパッカー車が走りますが、今まで

の焼却していた場所から変わり、その運搬経路も変わりますので、その安全対

策については十分対応していきたいと考えます。 

 

成瀬委員 ：主要国道から入る所も変わるんですか。新しく施設が出来た後ですが、搬入車

両が入る所も変わるんですか。 

 

事業者  ：今現在の焼却施設から、新しく作る場所が変わりますので、搬入経路が変わる、

という形になります。 

 

藤井部会長：搬入経路については、どういう経路で入ってくるかという説明があったと思い

ます。それを運用されると。後は搬入の台数等は恐らく制限されるので、流れ

として詰まるようなことのないよう一定方向で入ってきて出ていく、というこ

とになるのではないかと。 

 

成瀬委員 ：安全対策については一番大事なのでは。私が言っているのはアセスの項目には

無いです。でも無いからといって検討しないわけにいかないので、その点お願

いします。 

 

樋口委員 ：ちなみに今回建設される予定地は、NOx・PM 法の指定地域に入っているんで
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すか。 

 

事業者  ：指定地域に入っておりません。 

 

樋口委員 ：指定地域に入っている所ですと、それに準ずるような大型車しか入れないので

すが、ここは指定を外れているのですね。だとしたら「車両についてもそれに

準じるような車両で運用するように努める」のような一言があっても。義務付

けるのは難しいと思いますが、車両についても環境配慮型の車両での運用を促

すように努める、という風に書かれている所も多いので、今の関連の対応では

それを加えていただくのも一つの手かなと思いますが、いかがでしょうか。 

 

事業者  ：搬入車両につきましては、今後買い換える際には低公害車を、と促していきた

いと考えています。運転者への安全教育ですが、組合としては、実施すること

を準備書にも書かせていただいておりますので、実施していきたいと思ってお

ります。持ち込み車両については、一時に来ないように時間帯を区切って、天

理市の場合は個人も持ち込まれるので、予約制を取らせていただいて、台数の

平準化を図るように考えております。 

 

藤井部会長：他に何かございませんでしょうか。魚島先生何かございますか。 

 

魚島委員 ：この件に関して、私は文化財が専門なので、その見地に特に注意して見ていた

んですけれども、調査済みの所でもありますし、意見では、景観から出ている

ようで先程からお聞きしていると、デザインその他配慮されるということであ

りますし、私の方からは特に質問も意見も無いところです。 

 

藤井部会長：前田先生、何かありますか。 

 

前田委員 ：特に無いです。強いて言えば、調査していただいた動物のリストが上がってい

ますが、これで十分かというと、そうでもない。やればやるほど出てくるので

すが、出てきても、種数が増えても特に問題が無いのではないかと。こんなも

ので良いんじゃないかと私は思っています。 

 

山田委員 ：焼却の方式がまだ具体的には決まっていないのですが、2 つの方式を予定され

ている。その時に騒音とか、大気質といったことが、焼却方式によって大きく

変わらないということで予測をしていますが、それはそういうことでよろしい

のですか。 
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事業者  ：騒音、振動などの原単位的な機器については、出来るだけ影響が大きくなるも

のを設定して予測評価を行っておりますので、流動床式でも、ストーカ式でも

結果は変わらないと考えております。 

 

山田委員 ：もう一点よろしいですか。焼却灰の最終処分については、フェニックスを考え

ておられるのですかね。その時に、フェニックスの将来、何年くらいはフェニ

ックスでの最終処分が出来るとか、その辺の予測はされているでしょうか。 

 

事業者  ：現在が 39 年で満杯になるということが、44 年まで延伸されると、その後第 3

期工事が行われる方向であるという情報を得ております。最終的にはいつまで

か分かりませんが、今現在アセスもやっておられると聞いておりますので、最

終処分場については当分そちらの方を検討していくところです。 

 

山田委員 ：この施設だけの問題では無いと思いますが、奈良県だけではなく全国的な問題

となっているのですけれども、そう長くはないと思われますので、その辺は皆

で早く考えていく必要があるのだろうと思います。 

 

藤井部会長：他に何かございませんでしょうか。 

 

山田委員 ：具体的な設計がまだ出来ていないので、恐らく意見も少ないのでは。景観とか

そういうものは、具体的な色がどうなるとか、設計がされていないからなかな

か難しい。従来の施設ではこうでした、ということで言わざるを得ない。従来

は大きな問題が無いから、出来ているということでしょうね。 

 

樋口委員 ：例えば大気質でいうと、準備書の 281 ページに予測のための煙突の排出ガス

の諸元があるんですけれども、これは、これから施設を発注していく段階では、

少なくともこれよりは同じないしは低い値が、性能保証値というか性能条件み

たいな形になる、ということですね。いずれの装置に関しても。そういうこと

でよろしいんですね。 

 

事業者  ：排出濃度につきましては、法令基準よりも厳しい、自主基準値を既に決めてお

りまして、それを準備書に書かせていただいておるんですけれども、この排出

基準値というのは要求水準書にも書かせて頂いておりますので、これを上回る

値は出ないことになっております。 
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藤井部会長：他ございませんでしょうか。少し早いですが、色々ご意見いただいたものは、

次回までに回答をいただければと思います。資料等見て頂いてご意見ありまし

たら、事務局を通じてご意見いただければと思いますのでよろしくお願いしま

す。それでは進行を事務局へ返させていただきます。 

 

 


